
※掲載料は消費税及び地方消費税込みの金額です。

※広告物の作成及び公用車への掲載・撤去はすべて掲載者様のご負担となります。

【連絡先】 総務部管財課車両担当　　黒川・桑原　電話0166-25-5425

資料 1

＆
※広告掲載場所は，いずれもフロントドア左右です。
　後部は希望により掲載可能です。
　（追加費用は不要です。）

公用車に広告掲載
してみませんか

掲載料＝１ヶ月３,２４０円
広告は、１枚０.３㎡以内で前部ドア左右に掲載。

バックドア等にも縦・横０.３m以下で掲載可能です。
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